
                                                                   

令和７年度 徳島県後発医薬品適正使用協議会 

                                         

日 時  令和８年３月９日（月） 

午後２時から午後３時３０分 

場 所   徳島グランヴィリオホテル 

１階 グランヴィリオホール 

  

  

次   第 

 

   １  開 会 

   

   ２ 挨 拶  徳島県保健福祉部長 

  

  ３ 会長・副会長の選出  

   

   ４ 議 事 

（１）後発医薬品使用促進に係る情勢と令和７年度の取組について   

徳島県保健福祉部薬務課 

（２）令和８年度の使用促進計画（案）について 

         徳島県保健福祉部薬務課 

（３）その他 

     ・バイオシミラー（バイオ後続品）の使用促進について 

    徳島県保健福祉部薬務課 

     ・バイオシミラーの使用促進に向けた取組について 

             全国健康保険協会 徳島支部 企画総務部長 仲野 康弘 

    

５ 閉 会 
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徳島県後発医薬品適正使用協議会設置要綱

（目的）

第１条 医療関係者及び県民への後発医薬品に関する理解の向上と適正使用についての

普及促進を図るため、徳島県後発医薬品適正使用協議会（以下「協議会」という。）

を設置する。

（所掌事務）

第２条 協議会は、次の事項について協議する。

（１）後発医薬品の正しい知識の普及に関すること

（２）後発医薬品に係る情報交換に関すること

（３）その他後発医薬品の適正使用に関し必要なこと

（組織）

第３条 協議会の委員は、１５名以内で、別表に掲げる関係団体の者とする。

２ 協議会に会長、副会長を置く。

３ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

（会長及び副会長の職務）

第４条 会長は、会務を総理する。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

（会議）

第５条 会長は、必要に応じて会議を招集し、その会議の議長となる。

２ 会長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くこ

とができる。

（任期）

第６条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補

欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（事務局）

第７条 協議会の事務局は、徳島県保健福祉部薬務課に置く。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。

附 則

１ この要綱は、平成２１年５月２７日から施行する。

２ 第５条の規定にかかわらず、最初の会議は徳島県保健福祉部長が招集する。

附 則

この要綱は、平成２３年６月６日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。

資料１
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資料１

別 表

徳島県後発医薬品適正使用協議会名簿

区 分 所 属 団 体 等

医療関係者 一般社団法人徳島県医師会

一般社団法人徳島県歯科医師会

薬事関係者 一般社団法人徳島県薬剤師会

徳島県病院薬剤師会

徳島県製薬協会

徳島県医薬品卸業協会

学識経験者 徳島文理大学薬学部

徳島大学薬学部

消費者代表 特定非営利活動法人徳島県消費者協会

徳島市（国民健康保険）

保険者代表

全国健康保険協会
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バイオシミラー（バイオ後続品）の
使用促進について

令和８年３月９日 徳島県 薬務課

資料４

１ バイオ医薬品とは

遺伝子組換え技術や細胞培養技術等を応用して、

微生物や細胞が持つタンパク質（ホルモン、酵素、

抗体等）等を作る力を利用して製造される医薬品

（言い換えると）バイオテクノロジーを応用して生産さ
れたタンパク質を有効成分とする医薬品

＜例＞糖尿病治療薬（インスリン）

Ｃ型肝炎治療薬（インターフェロン）

抗がん剤等（リツキシマブ）
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１ バイオ医薬品とは

厚生労働省「革新的医薬品の迅速な導入について③」より

１ バイオ医薬品とは

バイオ医薬品の働き

（１）足りない生理活性タンパク質を補う働き（補充療法）

・糖尿病治療薬（インスリン不足を補う製剤）

・貧血治療（エリスロポエチン不足を補う製剤）

・がん治療（抗がん治療の副作用である好中球減少症を軽減する製剤）

（２）病気の原因になる分子の機能を抑える働き（抗体医薬品）

・がん治療（がんの増殖に関係する分子に働く様々な抗体など）

・関節リュウマチ治療

（病気の発症にかかわる分子の働きを抑える様々な抗体など）
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１ バイオ医薬品とは

日本で承認されたバイオ医薬品

・２３８品目（バイオ後続品及び既承認成分のみで構成される
配合剤を除く） ※２０２６．１．５現在

＜分類＞
・抗体１１８ ・酵素３０ ・ホルモン３０

・血液凝固関連系因子２０ ・融合タンパク質１１

・ワクチン１１ ・インターフェロン類６ ・サイトカイン類６

・エリスロポエチン類４ ・毒素類２

（出所）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部ＨＰより作成

２ バイオシミラー（バイオ後続品）とは

（１）定義など

・先行バイオ医薬品と同等／同質の品質、安全性、

有効性を有する医薬品

・先行バイオ医薬品の特許が切れた後で、他の製薬会社が

開発し、販売

※同等／同質とは：品質が類似していて、安全性・有効性に

影響するような違いが無いこと
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２ バイオシミラー（バイオ後続品）とは

（２）承認品目数 ※２０２６年１月２８日時点

２１品目（うち２品目は、薬価未収載）

（３）薬価

原則として先行バイオ医薬品の７０％

（４）置換率が高いもの ※８０％超又は約８０％

・フィルグラスチム（好中球減少治療薬）

・リツキシマブ（抗がん剤）

・ダルベポエチンアルファ（腎性貧血治療薬）

・インスリン グラルギン（糖尿病治療薬）

２ バイオシミラー（バイオ後続品）とは

（４）薬価収載医薬品（主な治療領域）

・糖尿病 ・骨粗鬆症 ・腎性貧血 ・ファブリー病

・加齢黄斑変性等 ・成長ホルモン分泌不全性低身長症

・関節リウマチ ・がん（乳がん、胃がん）

・がん（リンパ腫） ・がん化学療法による好中球減少症

・がん（結腸・直腸がん、肺がん、卵巣がん）

・尋常性乾癬、関節性乾癬
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３ バイオシミラー使用による薬剤費軽減の例

関節リウマチの患者がエタネルセプト（皮下注25mgペン0.5mL）を

使用する場合 ※ 2026年1月28日時点

＜試算条件＞

・薬価：先行バイオ医薬品 8,615円、 バイオシミラー 5,660円

・25mgを週に２回自己注射。１年間に104回投与したと仮定。

＜年間の薬剤費＞

○先行バイオ医薬品 895,960円 ○バイオシミラー 588,640円

軽減額▼ 307,320円

【患者３割、保険者７割の場合】※患者は、高額療養制度や付加給付等は未考慮

患者負担が92,196円、保険者負担が215,124円軽減

数値は試算値
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４ バイオ後続品の使用促進のための取組方針

（１）数値目標

２０２９年度末までに、バイオシミラーが８０％以上を

占める成分数が全体の成分数の６０％以上

（２）評価試算（例示）

・薬価収載品が２０品目の場合

２０×０．６＝１２

⇒８０％以上バイオシミラーの使用となっている品目が、

１２品目以上有ること

５ 徳島県での取組

（１）第４期徳島県医療費適正化計画（R6.4.1～）

後発医薬品とバイオ後続品の使用促進を掲げる。

（２）薬務課

・県ＨＰ「バイオ医薬品とバイオシミラー（バイオ後続

品）について」を作成し、啓発（R7.6～）

・県薬剤師会の会報に「バイオシミラーの使用促進に

ついて」を寄稿し、周知（R8.4～）
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